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一
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第

一
節

緒

口

藤
岩
國
藩
は
現
今
の
山
口
縣
玖
珂
郡
の
大
牢
並
に
同
縣
熊
毛
郡
の

一
部
を
領
有
せ
し
も
の
に
し
て
、
慶
長
山ハ
年

吉
川
廣
家
出
雲
國
米
子
よ
り
移
り
て
府
を
岩
國

に
開
き
、
爾
…來
明
治
の
初
年
藩
政
奉
還
に
至
.る
迄
、
殆
ご
三
百
年

,



の
間
、
余
が
父
祀

の
藩
主
た
り
し
地
な
り
。
其
石
高
は
六
萬
飴
石
に
し
て
、
岩
國
、
柳
井
の
二
町
及
八
十
五
部
落

を
有
し
。
物
産
の
重
な
る
も
の
は
、
米
を
主
位
ε
し
紙
、
生
蝋
、
綿

こ
れ
に
次
げ
り
。
而
し
て
紙
ご
生
蝋
ε
は
、

蕃
の
官
替
の
下
に
支
配
せ
ら
れ
、
綿
は
官
設
倉
庫
の
設
置
あ
り
て
、
特
別
の
保
護
を
受
け
、
何
れ
も
相
當
の
産
額

を
擧
げ
居
り
ピ

な
り
。
藩

の
領
域
は
、
西
北
は
宗
藩
老
和
氏
の
地
領
玖
珂
郡
山
代
地
方
、
並
に
都
濃
、
熊
毛
両
部

に
連
か
、
東
方
は
小
瀬
川
を
距
て
》
、
淺
野
氏
の
領
地
陀
都
安
藝
國
佐
伯
郡

に
接
し
、
東
南
の
大
孚
ぽ
瀬
戸
内
海

rに
臨

め
り
。
地
勢
は
沿
海
地
方
を
除
く
の
外
.
多
く
は
山
地
に
し
て
、
領
内

の
北
部
を
貫
通
せ
る
岩
國
川
の
流
域

.

並
に
山
間

の
盆
地

に
は
、
各
所
に
肥
沃
な
る
耕
地
み
り
。
渓
谷
地
を
除
く
の
外
、
普
く
気
候
温
暖
な
る
を
以
て
、

農
作
の
業
に
適
し
、
民

26
は
概
し
て
順
和
の
氣
風
に
富
め
り
。

「

以
上
藤
岩
國
藩
の
状
態

に
聞
し
、
其

一
般
を
叙
述
せ
る
が
、
更
に
進
ん
で
同
藩

に
於
け
る
製
紙
業
の
起
因
、
及

び
沿
革
を
述

べ
、
以
て
藩

が
製
紙
の
原
料
た
る
楮

の
生
産
を
、
保
護
奨
顕
し
た
る
所
以
を
明
に
せ
ん
こ
す
。

徳
川
氏
の
幕
府
を
江
戸
に
開
き
、
四
方
に
號
令
す
る
に
當
b
、
最
も
力
を
致
し
陀
る
は
、
諸
侯
の
駕
御
操
縦
に

し
て
、
種
々
の
政
策
を
討
ひ
て
、
其
勢
力
の
削
減
を
圖
り
た
る
が
、
其
最
も
巧
妙
な
り
し
は
、
或
は
参
覲

の
制
度

を
設
け
、
或
は
常

に
種
々
σ
課
役
を
命
じ
て
財
力
を
蕩
蓋
減
少
せ
し
め
、
其
實
力
の
伸
長
を
抑
止
じ
た
り
七
に
あ

惹

べ
し
。
岩
國
藩

に
於
て
は
、
或
事
情
に
よ
り
て
、
参
覲
交
代

の
勤
は
こ
れ
を
冤
ぜ
ら
れ
た
れ
こ
も
、
猶
將
軍
の

代
替
り
、
或
は
吉
凶
に
際
し
重
要
な
る
儀
禮

の
行
は
る
Σ
場
合
、若
く
は
藩
主
の
家
督
を
相
続
す

る
に
當
り
て
は
、

必
ず
出
府
参
覲
を
要
し
、
叉
幕
府
の
直
轄
領
地
内
に
於
け
る
大
土
工
、
若
く
は
日
光
廟
の
修
復
、
其
他
重
要
な
る

大
工
事
の
擧
げ
ら

る
、
に
際

し
て
は
、
必
ず

　
定
の
負
捲
を
課

せ
ら
れ
セ
る
も

の
に
て
、
藩

の
醤
記
に
徴
す

る
と

醗

苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
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一
〕

第
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二
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五
號

九
九
)

七
五
七
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き
は
、殆
ご
敷
年
毎
に
公
役

の
賦
課
を
飴
儀
な
く
せ
ら

れ
た
る
を
見
る
な
b
。
斯
の
如
き
事
情
に
あ
b
し
を
以
て
酬
、

藩
の
財
政
は
他

の
大
小
諸
藩
ε
何
様
マ
飴
裕
に
乏
し
か
り
し
を
推
知
せ
ら
る

べ
く
、
從
て
藩
は
、
其
財
政
上
の
根

本
を
な
せ
る
米

の
牧
納
以
外

に
於
て
、
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
、
特
別
の
牧
人
を
得
る
の
途
を
獲
見
せ
ざ
る
べ
か

ら
ざ
り
し
な
り
。
而
し
て
當
時
藩
政
府
に
於
け
る
諸
般
の
支
出
は
、
米
穀
を
以
て
し
、
貨
幣
の
流
通
は
、
藩
札
を

獲
行
し
て
金
風
貨
幣
の
不
足
を
補
ひ
し
ビ
難
も
、
⊥
述
せ
し
公
役
上
納
金
の
如
き
.
或
は
領
外
よ
り
す
る
諸
多
物

資
の
輸
入
の
如
き
、
勤
外
的
性
質
の
も
の
に
至
り
て
は
.
必
ず
金
厨
貨
幣
に
依
ら
ざ
る

ぺ
か
ら
ざ
り
し
を
以

て
、

、藩
は
常
に
亘
額
の
金
騒
貨
幣
を
準
備
す

る
の
必
要
あ
り
陀
れ
ご
も
、
領
内

に

一
個
の
銀
鱗
を
も
有
せ
ざ
り
し
矯
め
、

こ
れ
が
吸
牧
は
何
等
か
の
物
崖
を
輸
出
し
て
、
之
を
領
外
に
需
む
る
の
要
あ
b
、
然
も
其
重
要
物
産
π
る
米

の
産

出
は
、
其
多
量
を
輸
出
す
る
の
鯨
俗
な
か
り
し
に
よ
り
、
比
熱

に
於

て
も
亦
特
種
の
産
業
を
興
し
て
、
こ
れ
が
産

物
を
領
外

に
輸
出
し
、
以
て
金
厨
貨
幣
の
吸
牧
に
努
む
る
の
必
要
を
有
し
た
る
な
り
。
藩
が
紙
、
生
蝋
、
綿

の
生

産
を
奨
顕
し
、
就
中
製
紙

ε
生
蝋
の
業
を
以

て
官
砦
に
附
し
、
大

い
に
其
隆
盛
を
圖
り
た
る
も
の
、
全
く
以
上
の

事
情
に
基
け
b
。

.

抑
替
岩
國
藩
領
内
に
於
て
製
紙
業

の
開
獲
せ
ら
れ
た
る
は
、
慶
長
年
代
に
し
て
、
石
見
國
並

に
玖
珂
郡
山
代
地

方
の
影
響
を
受
け
た
る
こ
ざ
勘
な
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
元
來
石
見
國
は
中
國
山
脈

の
北
斜
面
を
占

め
、
山
代
地
方

拡
其
南
方
㌻
同
山
脈
の
脊
梁
地
方
に
位
し
、
岩
國
領
の
北
部
ε
魔
を
捜
せ
b
。
而
し
て
此
等
地
方
に
於
け
る
製
紙

業
の
.獲
蓮
を
見

る
に
、
有
見
最
古
く
し
て
漸
次
南
方
に
傳
播

せ
ら
れ
π
る
も

の
Σ
如
く
、同
地

に
於
け
る
産
紙
は
、

今
日
に
於
て
も
石
川
川
半
紙
の
構
あ
り
「、
土
佐
宇
紙
、
大
洲
牢
紙
ε
共

に
爾
其
聲
債
を
保
ち
居
れ
b
。
叉
山
代
は
山

●



「

日
照
玖
珂
郡
の
北
部
、
本
郷
村
、
廣
瀬
村
地
方
、
並
に
都
濃
郡
項
佐
村
地
方

の
組
帯
に
七
て
噺
毛
利
藩
の
領
域

に

厨
せ
り
。
同
地

の
製
紙
業
も
亦
古
き
滑
革
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
其
濫
觴
は
水
簾
年
中
、
伊
豫
の
人
中
内
馬
之

允
な
る
者
、

発
地

に
凍
り
て
地
方
の
人
々
に
製
紙
の
業
を
傳

へ
(註
一
)、

次
第
に
隆
盛

ε
な
り
、
」毛
利
藩

に
於
て

は
、
既

に
慶
長
の
末
之
を
官
瞥
ε
な

し
て
奨
鋤
に
努

め
、
其
製
品
は
山
代
宇
紙

の
名
を
以
て
、
早
く
よ
り
世

に
潤

え
た
b
。

(註
一
)中
肉
馬
之
允
11
権
頭
憩
ご
爾
し
て
同
地
方
に
庇
ら
れ
・
斯
業
に
功
績
め
り
し
な
賞
し
、
正
五
位
な
追
贈
ゼ
ら
る
。

此

の
如
↑
岩
國
領
は
共
附
近
に
紙
の
蔭
地
を
有
し
た
る
を
以
て
、
此
等
の
地
方
に
接
近
せ
る
領
内
北
方
の
諸
村
、

即
ち
藤
谷
郷
、
河
内
郷

〔両
郷
何
れ
も
十
敷

ケ
村

の
小
村
蕗
を
含
む
)
等
の
地
方
は
、
自
ら
其
影
響
を
蒙
り
、
斯
業

の
開
獲
を
見
る
に
至
り
起
る
も
の
》
如
し
。
叉
以
上
の
外
部
的
原
因
の
外
、
此
等
地
方
は
概
ね
山
地

に
し
て
耕
作

地

に
乏
し
か
り
し
爲
め
、
栽
培

の
容
易
な

る
楮
を
植
ゆ
る
の
有
利
な
り
し
ご
v
燃
料
を
得
る
に
易
く
、
清
水
の
潤

澤
な

る
た
め
、
製
紙
の
業
に
適
し
た
る
等
の
内
部
的
原
因
も
、
亦
斯
業
獲
達
士
看
過
す

バ、
か
ら
ざ
商
事
な
り
ピ
す
。

さ
れ
ご
最
初
に
あ
り
て
は
其
業
微

々
ε
し
て
振
は
す
、
生
産
額

の
如

き
も
算

ふ
る
に
足
ら
ざ
り
し
が
、
寛
永
十
七
・

年
藩
政
府
が
宗
藩
老
和
氏
の
制
度
に
倣
ひ
、
紙
に
封
ず

る
專
萱
制
度
を
布
き
、
大

に
斯
業
の
保
護
奨
廊
に
當
り
し

よ
り
、
俄
然
長
足

の
畿
蓬
を
見
る
こ
ε
エ
な
れ
り
。
始
め
藩
政
府
は
右
制
度
の
貴
地
に
先
だ
ち
、
藩
吏
を
毛
利
藩

の
首
都
、
荻

に
派
遣
し
て
、
同
藩

の
制
度
を
取
調

べ
、
叉
吏
員
を
大
阪
に
涙
し
て
販
路
の
調
査
を
命

じ
、
同
地
商

人
ざ
の
交
渉

に
當
ら
し
め
た
る
が
、
終
に
同
年
九
月
紙
に
關
す
る
制
度
を
定

め
て
之
を
實
施
す

る
に
決
し
、
領
内

し

ほ
ふ

各
代
官

に
布
達

し
て
其
貴

行
を
命

じ
π
り
、
該

制
度

こ
そ
「
紙

の
仕
法
」
ご
稽
す

る
も

の
に
し
て
、
當

時

に
於

け

る

観

苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
十
二
巻

(第
五
號

一
〇
じ

七
六
〇

.
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説

苑

薔
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
一
)

第
十
二
巻

(第
五
號

「
〇
二
)

七
五
九

藩

政

府

の

達

文

は

、

實

に

左

の

如

き

も

の

な

b

き

。

畳
(註

二
)

.

.

、

・

し

あ

へ

あ

ヘ

ヘ

へ

一
、
御
領
分
紙
之
儀
山
代
御
蔵
入
同
前
見
取
に
被

仰
竹
俣

、
紙
竪
構

の
尺
板
出
し
候
間
、
無
相
違
様
に
可
被
申
附
事

、

、

、

、

、

、

、

、
.

、

、
.

馳

b

、

、

、

、

、

、

b

、

b

、

、

し

b

、

、

、

b

一
・
見
取
紙
御
蔵
本

の
外

一
切
出
し
中
間
敷
候
・
請
所
出
口

に
雷
衆
附
置

在

々
に
の
横

目
も
指
出
候
、
自
然

沿
け
紙
於
有
之
者
後

々
に
も
相
欄

　

モ

も

う

ち

し

ヘ

ヘ

へ

し

も

し

あ

ら

セ

も

カ

レ

カ

も

へ

も

ヘ

セ

し

の

セ

も

　

も

候

ε
も

、
其
者
御
法
度
に
被
仰
付
之
儀
に
不
及
沙
汰
、
庄
屋
男
醐
も
可
爲
曲
事
候
事

て

紙
数
不
足
候
者

】
廉
過
料
可
申
付
穿

て

紙
漉
共
日
用
之
儀
者
米
銀
共
に
代
官
衆
よ
り
貸
附
可
被
申
候
専

一
、
諸
物
費
其
外
請
商
人

ム
サ
ト
入
間
敷
候
但
農
具
叉
櫨
噌

酒
肴
何
も
所
帯
方

に
天
候
駒
之
類
に
-
所
の
庄
屋
究
に
夫
人
候
檬

に
可
被
申
付
候
事

付
在

々
に
て
紙
取
遣
之
儀
に
不
吉
候
費
物
替
り

F
取
候
共
地
下
に
て
商
賞
可
仕
儀
事

右
之
道
堅
可
被
申
付
候
、
於

壮
者
輻
原
喜

兵
衛

に
山
縣
五
左
衛
門
被
差
副
被
仰
付
義

に
候
條
萬
事
可
破
牢
談
候
以
上

寛
永

†
七
年
九
月
十
七
日

手

書

左

利

佐

伯

六

兵

衛
殿

松

坂

女

郎

左

衛

門
殿

(註
=
)

因
に
前
掲
第

一
項
「
見
取
に
被
仰
竹
俣
云
々
」
の
意
は
、
軍
費
制
度
の
開
始
た
公
示
し
た

う
も
の
に
し
て
。
第

二
項

「
見
取
紙
御
殿
本
の

外

一
切
出
し
中
間
敷
候
」
の
意
は
、
薄
肉

に
於
て
産
出
す
ろ
紙
に
悉
皆
之
心
御
職
本
に
納

入
暫
し
め
、
製
紙
渠
者
各
自

の
自
由
慮
分
々
禁
じ
た
る
凸

も
の
な
り
o
但
該
制
度
強
布

の
當
時
に
在
て
は
、
藩
内
に
於
け
る
紙
の
舞
授
ば
之
な
許
容

し
た
れ
.ε
も
、
後

に
は
此
す
ら

全
く
巖
禁
ぜ
ら

る
、
に

.

融
く
ら
も
ε

至
れ
り
。
右
「
御
藏
本
」
ミ
稠
す

る
ば
砦
國
藩
に
め
り
て
ば
、
藩
の
民
政
財
政
な
司

る
申
央
政
聴

に
し
て
、
農
工
商
事

に
翻
す
る
政
務

に
勿
論
、
聴

訟
穀

に
聞
す
姦

務
も
亦
同
讐

撃

取
扱
へ
り
・
紙
に
關
・
て
高

密

に
醜

蓼

」禦

る
票

な
設
げ
芝

皆

聲

庫
爾

軽

ね
か
ひ
ぐ
ら

し
め
、
之
な
「
御
紙
藏
」
書
悔
し

-
塵
紙
に

」
切
こ
れ
に
牧
納
し
、
「
紙
方
」
の
手
に
依
り
て
之
た
威
分
ぜ
し
め
た
り
。
藩
政
府
の
最
も
意
年
数

ぜ
る

U

・

臨



曝

●

・

は
・
第

」
項
後
段

に
鵠
ぜ
る
が
如
く
・
紙
の
密
費
即
ち
耀

け
紙
あ

禁
制
に
し
て
、
此
染
々
犯
し
た
る
も

の
匡
重
科

に
慮

ぜ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら

突

犯
罪
者
な
幽
し
た
ろ
地
方
の
庄

屋
刀
曜
も
・
亦
・
耗

に
謝
し
相
當
の
責
任
な
負
は
芸

べ
か
ら
ざ
り
し
な
り
。
第
五
項
に
蕩

の
狼
り
臣
農

村
内

F
出
入
す
ろ
事
た
禁

じ
た
ろ
事
も
・
亦
管
萱
防
止

の
目
的
よ
り
起
り
し
も
の
さ
察

ぜ
ら

る
。
次
に
薄

肉
に
於
て
製
紙
の
業
に
従
事

す
う
も
の

旨

・
其
砦

"」
製
遣
高

ミ
窟

出

さ
し
め
之
奄
帳
簿

に
登
録

し
、
其
製
造
高
の
激
症

の
数
量

に
不
足
し
た
ろ
場
倉

科
料
に
威
し

(第
三
項
峯

照
)
・
叉
製
紙
に
要
す
ろ
費
用
11
勿
論
、
紙
漉
人
日
常
の
生
活
費
秘
貸
興
し
て
、
厚
春
保
護
奨
励
な
加
へ
た
り
(第
四
項
参
照
)。

こ
れ
よ
b
後
藩
政
.府

の
紙

に
關
す

る
制

度
は
年

ご
共

に
複
雑

を
加

へ
、
監
督

上
必
要

な

る
諸
般

の
粗
織

も
次
第

に
完
備

し
、
斯
業
督
纈

に
關
す

る
布
達
も
随

時
腰

梳
せ
ら

れ
、
政
府

の
保

護
干
渉
は
周

到
醗
す
施

な

か
り
し
を
以

て
、
其
事

業
ば
異
常

の
獲
達

を
爲
し
、岩

國
紙

の
聲

償
は
普

く
四
方

に
喧
傳

せ
ら

る

、
に
至
れ
り

。彼

の
有
名
な

る

近
松

の
浄

瑠
璃
「
天
綱
嶋
時

雨
炬

燵
、
紙
屋

の
段
」
ば

當
時
の
大
阪
紙
商

人
を
描
寫

せ
る
も
め

な
る
が
、
其
旬
中
「
此

晦

日

に
岩
國

の
仕
切

銀
に
才
覧
は
し
た
れ
こ
も

云

々
」

ε
あ

る
を
以

て
見

る
も

、
常
時

一
般
に
岩
國

紙

の
普
及

し

居

り

し
を
知

る
べ
く
、
又
天
保
十
三

荘
年
三
月
大
阪

町
奉

行
、
.阿

部
豊

後
守
よ

り
幕

府

へ
の
伺
出
書
(蕪

・三
)
を
見

る
.に
、
押
蹴
緯

脚
前
脚

び
襟

準
緯

た
b
し
も

の

、
如

く
、
當
時
其
聲

償

の
如
何

に
晴

々
た
し

し
か
を
察
知

せ
ら

る

べ
き
な
り
。

、

(駐
、
三
)
.「
諸
色
取
締
方
之
儀
に
付
奉
伺
候
書
付
」の
丙
「庇
護
圃
々
よ
叫
大
阪
へ
相
廻
候
詰
紙
の
丙
其
領
主
、
地
頭
、
臓
物
の
分
は
臓
紙
ε
唱
、

夫
々
蔵
屋
敷
よ
り
携
出
候
度
毎
、
大
阪
紙
商
人
入
札
為
以
て
引
受
候
、
其
餓
腕
組
ε
唱
、
西
渓
間
風
へ
延
著
致
候
百
姓
町
人
商
物
を
も
右
問
屋
よ

り
同
様
引
受
、
地
費
ーエ
勿
論
江
戸
其
外
譜
國
へ
も
積
送
候
由
之
鬼
・
近
來
直
咬
別
面
高
直
に
相
成
候
趣
相
聞
候
に
付
取
調
候
庭
、
古
紙
の
儀
に
中

ド

な

し

ヘ

カ

ヘ

ロ

し

し

も

し

た

し

あ

.

圃
筋

よ
り
重

に
相
廻
-
卒
常
藏
紙
引
受
高

一
ケ
年
+
三
萬
丸
内
外
税
有
之

、
相
場
の
義

も
詰
紙
の
題画
重

立
候
、
岩
國
紙
大
舅
入

】
丸
染

付
録
百
三

.
癌

蝕
陣
躯
P
和
む
脚
蝕
、
近
年
諸
国
濫
作
米
偵
高
道
の
節
よ
暢
、

一
般

に
農
業

の
方

へ
心
鳥
寄
ゼ
、
紙
草
仕
付
不
行
届
、
其
上
近

孚
坤
國
筋
洪
水

ノ

就

苑

蕾
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
箕

ご

策
士

…巻

(第
五
號

δ

三
)

圭

八
二

O



,

＼

卜

説

苑

誓
岩
団
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策

(
山
)

第
十

二
巻

(第
五
號
.
一
〇
四
)

七
六

一

に
て
簑

水
擾

に
付
・
植
採

致
膓

合
音

之
趣
褄

得
共
い
喜

雛

立
候
揚
食

呆

至
・
労
不
融
通
相
成
候
に
付
而
に
詰
紙
延
著
も

カ

セ

ヤ

マ

も

サ

セ

ミ

相
減
、
去
丑
年
中
藏
細
引
請
高
八
萬
三
千
二
百
免
除
な
ら
で
一1
無
之
.
其
上
此
節
紙
都
塵
の
時
合
を
見
込
入
札
直
段
轍
上
、
當
時
前
段
岩
國
傘
紙

一
か
P
価
仲
鍵
恥
酊
捨
匁
働
か
袖
塀
ゆ
か
か
、
其
飲
の
級
も
右
に
推
し
高
直
に
相
瀕
・
一統
難
儀
い
た
し
候
事

之
内
相
開
申
候
云
々
」
〔大
阪
市

史
、五
、
山ハ五
九
百八)
.

さ
れ
ば
其
産

額

の
如

き
最
初
ぽ
僅

に

一
千
丸

(岩

國
藩

に
で
は

宇
紙
山
ハ
百
帖
を
以

て

一
丸

ご
す

)
内
外

に
過

さ
ざ

り

し
も

の
、
次
第

に
増

加
し
て
鍛

手
丸

に
達

し
、
元
蕨

、
天
明
の
頃

に
は
、
一
萬

五
千
丸
を
輸

出
す

る
の
盛

況
を
呈

し
た

る
が

、
時
勢

の
推
移

に
俘

ふ
諸
般
経
濟
状

態

の
攣
化

は
、藩

の
盲
管

た
り
し
斯
業

の
上
.に
も
影
響

を
免

れ
ず
、

動
も
す

れ
ば
品

質

の
低
下
、
産
額

の
減
退

を
見

ん
ε
し
、
安
政
年

代

に
は
僅

に
四
五

千
九

の
輸
出

額

に
遍

き
ざ
い

し

こ
ざ
あ
臥
。

斯

る
場
合

に
於

て
は
、
藩

は
百
方
脛

讐

、
全
力

を
傾
倒

し
品
質

の
向

上
、
産

額

の
増

加
を
圖

㌧

て

明
治

㊨
初
期

に
及

べ
り
。
然

る
に
屡
藩
後

は
著

し
く

其
産

額
を
減

じ
、
今

日

に
於

て
は
只
昔

時

の
名
聲
を
止

む

も

に
過
ぎ
す
。

岩

國
藩

に
於

け

る
～硫厘
紙

の
大
部

分
が

、
主

ε
し
て

大
阪

に
輸
出

せ
ら
れ

だ
る

こ
ご
、
以
上
述

ぶ
る
庭

の
如

し
。

藩

は
最
初

二
三

の
吏

員
を
同
地

に
出
張

せ
し
.め
、
販

費

の
業
栃

に
當
ら
し

め
居
眠

し
が
、
輸

出
高

の
増
加
す

る

に
・

俘

ひ
、
商
取
引

の
繁
雑

に
赴

け

る
・し
、
且

つ

　
方

に
米
穀
其
他

の
輸
出

み
り
、
父
大

阪
商

人

ε
の
附

に
藩

債
を
起

す

の
必

要
を
生
じ
來

れ
る
が
如

き
事
情

に
よ
り

、
寛

文
七
年
諸
藩

の
な
す
威

に
倣

ひ
大
阪
藏

屋
敷

を
置
き
、
物
産

の
販

萱
、
#

に
藩
債

の
庭

理

に
當
ら

し
む

る
こ
ご
ふ
な
り

し
よ
り

、
大
阪

に
於

け

る
紙

の
販

費
は
、
圓
滑

に
行

は

れ
、
紙

の
製
座

上
に
も
、
極

め
て
有
利
な

る
影
響

を

見
た
り

き
。
今

大
阪

藏
屋
敷

の
組
織

の
概

要
を
示

せ
ば
、
御



.

留
守
居

一
人
、
綴
方
二
人
、
勘
定
方
一
人
を
主
な
る
も
の
ε
し
、
こ
れ
に
数
人
の
下
役
人

(
筆
者

一
人
、
.目
附

」

人
、
御
作
事
方

一
人
、
從
巻
敬
人
)
を
附
せ
う
。
即
ち
御
留
守
居
は
、
諸
般
交
際
上
の
部
面
を
櫓
賞
し
、
綴
方
は

紙
の
販
萱
、
勘
定
方
は
各
債
椹
者

蓬
の
交
渉
、
#
.に
金
銭
出
納
等
の
こ
ξ
に
當
れ
り
。

岩
國
藩
に
於
け
る
製
紙
業
の
沿
革
は
、
以
上
略
述
せ
る
庭
の
如
し
。
以
下
本
論
の
主
題
に
入
り
、
藩
が
如
何
な

る
方
{策
に
.よ
り
、
製
紙
原
料
の
保
護
〃奨
働
に
」刀
を
童
肥
せ
る
か
を
述

ぷ
べ
七
。

第
ご
節

原
料
生
産
政
策

岩
國
藩
内
に
於
け
る
製
紙
業
は
、
領
内
全
土
に
亘
り
て
行
は
れ
し
に
め
ら
す
、
圭

ご
し
て
東
北
方
の
山
地
に
.限

ら
れ
た
り
。

さ
れ
ば
該
地
方
に
あ
り
て
は
、
原
料
の
生
産

に
力
を
注
ぎ
た
る
べ
き
も
、
原
料
の
需
要
な
き
遠
隔
地

の

農
民
は
、
交
通
機
關

の
備
は
ら
ざ
り
し
當
時
、
其
生
産
に
冷
淡
な
り
し
は
蓋
已
む
を
得
ざ
り
し
な
ら
ん
。
元
來
右

製
紙
地
方
の
紙
漉
人
は
自
ら
楮
畑
を
所
有
し
て
楮
を
耕
作
し
、
不
足
は
附
近
よ
り
買
入
れ
て
之
を
葡
ひ
し
も
切
な

る
が
、
耕
地

の
闘
係
上
原
料
の
生
産
高
に
は
限
あ
る
を
以
て
濁
多
量
の
紙
を
製
造
せ
ん
ε
す
る
に
は
.
紙
の
製
造

の
行
は
れ
ざ
る
地
方
に
、
原
料
の
供
給
を
仰
が
ざ
る
を
得
ざ
り
し
な
り
。
此
の
如
き
事
情
な
り
し
を
以
て
、
領
内

に
於
け
る
紙

の
製
産
高
を
増
加
せ
し
め
、
斯
業
の
隆
昌
を
圃
ら
ん
ε
す

る
に
は
、.
製
紙
業
の
行
は
れ
ざ

る
遽
隔
地

の
農
民
を
鞭
鬱
し
て
、
楮
の
栽
培
を
翼
廊

し
、
以
て
原
料
の
潤
澤
を
圖
る
の
要
あ
り
し
も
の
に
し
て
、
藩
政
府

は

深
く
此
等
の
事
情

に
留
意

し
、
原
料
の
生
産
を
漿
聞
す
る
に
當
り
て
も
、
濁
り
紙
漉
地
方
の
村

々
に
謝
し
て
の
み

、

な
ら
す
、
廣
く
全
般
に
亘
り
て
之
を
督
価

し
、
領
内
全
土
に
於
け
る
纏
生
産
高

の
増
加
を
圖
る
に
努
め
だ
り
。
以

親

魂

灘

鋸

・
羅

尿
糖

護
餐

こ

第
+
二
塗

弗
轟

ろ
玉
)

ま

三



読

苑

蕾
治
跡
藩
の
製
紙
原
粋
保
護
政
策
(
一
)

窮
十
二
巻

(第
五
號

一
〇
六
)

七
六
四

、下

個
々
の
政
策

を
、
積
極
、
消
極

の
両

方
面
に

分

ウ
て
親
察

せ

ん
`
す

。

第

一
、
積

極

的

政

策

一
、
楮
畑

の
保
護
奨

廊

ロ

も

カ

マ

ヤ

も

楮

の
.増
加
政
策
ε
し
て
先

つ
述
ふ

べ
き
は
、
新
畑

の
開
墾
な
筋
。
即
ち
落
雷
局
に
於
て
は
領
内
地
下
役
人

(庄

屋
、
刀
禰
)
に
令
し
て
、、
楮
の
植
附
に
適
す

べ
き
新
畑

の
調
査
を
行
は
し
め
(註
、
四
)、
叉
廣
く
布
告
を
地
方

に
酸

し
て
、
楮
則
に
適
當
す

べ
き
新
地

を
搬
見
し
た
る
も
の
は
、
真
言
を
届
出
で
し
め
、
其
届
出
あ
b
だ
る
ε
き
は
吟

も

を

ち

り

昧

の
上
開
墾
を
許
可
せ
り
(註
、
五
)。
而

し
て
該
土
地
梯
下
の
際

に
は
、
地
面
内
の
樹
木
等
に
黝
し
で
は
、

"相
野
の

代
領
を
徴
し
た
れ
ご
も
、
土
地
の
献
呪
に
依
ら
て
は
、
調
査
の
上
無
償

に
て
之
を
彿
下
げ
(註
、
六
)
、
又
新
畑
開
墾

希
望
者

に
む
て
、
之
に
植
付
く

べ
き
楮
苗
の
代
償
を
支
辨
す
る
こ
ご
能
は
ざ
る
も
の
は
、
之
を
代
官
所

へ
申
出
で

り

し

マ

セ
カ

も

し

め

、

其

資

金

を

貸

興

せ

b

(註
、
也

。

(註
、
四
)

(註
、
{(
)

例

へ
ば
賢
永
五
生
丁一二
月
「
椿
姫
の
撒俄
に
付
uて
役
人
被
髪
廻
候
御
山冑
附
…」
の
丙

に
左

の
條
項
あ
刷り

「
此
度
楮
新
畑
被
仰
付
候
條
、
於
在
々
見
合
可
搬
仕
候
事
」

「
今
度
桁
新
畑
難
の
者
只
今
蜘
有
之
材
木
其
外
費
方

に
し

欠
遺

候
事
、
然
共
所
柄

に
よ
り
吟
味
次
第
代
な
し
に
し

て
も
可
璋
候
事

」
(私
蔵
罵
本
、

流
記
抜
萃
類
聚

二
四
)

(註

、
五
)
…剛
へ
ほ
上瓦
…単
一兀
年
マ†
七
月
コ
庄
山力
へ
被
仰
渡
佐
砺童
目付
一」
の
山国
に
左
の
條
薦
ハめ
り

「
楮
畑
可
成
所
柄
有
之
ば
可
中
出
、
見
分
の
上
被
仰
仲
使
事
」
(前
出

、
識
記
扱
葦

二
三
)

(註

、
七
)

例

へ
に
元
礒
+
人
集
「
紙
の
儀
に
付
て
御
書
付

」の
丙

に
左
の
條
頂
あ
ゆ

「
楮
畑
に
成
立
慮
柄
有
之
候

へ
ば
随
分
吟
味
仕
候
イ
、
、
新
畑
望
出
可
申
候
猪
苗
代
面

々
仕
出
難
成
候
ば
父
代
官

へ
申
出
大
館
遂
愈
儀

取
替
可
申
事

」



(前
出
、
読
記
疲
葦
二
三
)

む

カ

リ

カ

　

も

う

　

め

此

の
如

く
當
降
着

は
楮

畑

の
閑
掻
を
漿
廊
す

る
ξ
同
時

に
、
他
方
既
成

耕
地

の
維
持

改
頁

に
努

め
、
時

々
令
を

獲

し
て
、
畑
地

の
荒
磨

に
締

せ
ざ

る
檬
守
護

を
加

ふ

べ
き
を
諭

し
(註
、
八
)、
或
は
期
節

に
怨
じ
耕
耘

に
緩
怠

な
か

.

ら

ん

こ
ε
を
注
意

せ
り
(註
、
九
)
、
而

し
て
既

に
荒
塵

に
麗

し
全
然
其
地

相
を

一
攣

し
た
る
古
畑

ご
雌
も

、
楮
畑

に

開
扉

の
出
願

あ
る
ピ
き
は

、
該

地

の
山
林

ざ
し

て
藩

に
特
別

牧
盆

の
見

込
あ

る
場
合

の
外

は
、
前
述

新
楮
畑

の
開

墾

ご
同

一
の
方
針

に
よ
サ

、
該

地
域
内
樹
木

の
代
儂
を
徴
牧

し
て
抽
下

を
行

ひ
た

り
(註
、
一
〇
)。

(註
、
八
)

例
へ
ば
貞
享
元
年
子
七
月
「
在
方
へ
被
御
渡
書
付
」〔其

一部
に
既
に
宙
に
引
く
)
の
丙
に
左
の
條
項
あ
り

「御
公
領
、
給
鎭
共
に
楮
畑
不
端
縫
に
念
か
入
町
中
候
事
」〔前
出
、
澄
記
候
準
二
三
)

又
元
藤
十
年
八
月
「紙
の
儀
に
付
て
御
重
日付
」の
丙
に
左
の
條
項
あ
り

「鱈
畑
主
に
念
心
入
れ
楮
摺
り
不
申
様
に
仕
後
事
」(前
出
・
誰
誰
援
葦
二
三
)

〔註
、
允
)

例
へ
ば
元
藤
二
隼
六
月
「在
々
へ
耕
作
の
儀
に
付
て
五
下
代
へ
役
人
被
差
出
候
時
の
書
付
」の
内
に
左
の
際
凋
め
り

「
幡
中
打
守
護
の
儀
、
去
夏
役
人
差
廻
し
申
付
候
分
に
時
々
念
な
入
れ
構
据
り
不
叩
様
ド
仕
儀
事
」(前
出
、
謹
記
抜
萃
二
三
)

天
元
藤
+
年
六
月
「紙
の
儀
に
何
て
御
書
付
」の
丙
に
左
の
峰
頭
あ
り

屠

畑
中
打

の
事
鷹
時
節
無
援
様
可
被
申
付
候
、
時

々
紙
横
目
差
廻
見
合
可
申
付
事

L
留

出
、
鐙
記
殻
葦

二
三
)

「
註
、

一
〇
)

例

へ
ば
賛
永
五
隼
三
月
コ
縦
畑
の
儀

に
何
て
役
人
被
蓋
廻
供
御
書
付
」
(其

[
部
に
既

に
前
に
引
く
)
の
丙
に
左
の
傑
項
あ
り
.

「
先
牟

よ
り
の
楮
畑
近
年
琉
地

に
相
成
松
其
外
野
立
申
施
も
有
之
此
度
買
戻
し
の
断
有
之
候
、
然
ら
ば
楮
石
な
引
立
山
に

被
仰
付
御
勝
手
ご

有
之

所
の
分
に
楮
石
な
引
立
山
に
可
被
仰
付
亭

-
然
共
御
勝
手
も
無
之
達
見
及
候
慮
に
望
の
通
開
展
し
に
被
仕
、
材
木
の
分
に
賞

方
に
し
て
・
枝
葉

に

地
上
{
へ
漉過
候
事
」

「
此
度
楮
畑

に
敬

仰
仲

使
て
も
薪

不
如
意
の
所
柄

分
に
幸

の
地
相

ε
有
之
俟
て
も
被
仰
付
間
数
候
事
」
(前
出
、
謹
記
抜
萃

二
四
)

凱

苑

蓉
岩
圃
藩
の
製
緬
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
十
二
巻

(第
五
號

・一
〇
七
)

七
六
五

一



ド

読

苑

誓
濫
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
一
)

鍔
十
二
巻

(
第
五
號
.
一
σ
入
)

七
六
穴

う

セ

ヤ

も

お

う

も

へ

や

此
外
藩
當
局
は
畑
地

の
開
墾
奨
煽
の
爲
め
、
楮
苗
代
貸
付
金
の
利
子
を
免
じ

(社
、
=

)、
又
地
方
の
事
情

に
よ

を
ず
く
る
び
ら
台

な

て

そ

～
び
ら

音

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

り
て
は
、
保
護
を
要
す
る
程
度

に
よ
b
「
御
散
開
」
コ
御
手
添
開
」
ご
爾
し
開
墾

に
要
す

る
出
費

の
全
部
又
は

一
部
の

セ

も

補

助

を

な

せ

り

(註
、

≡

)
。

(註

、

一
闘
)

例

へ
げμ
寳
・氷
五
年
三
日刀
「
愉怖
畑

の
儀
に
付
て
役
人
種
差
蹄廻
候
御
史
艮付
」
(且
(の

】
部
は
既
に
酋則
「四引
く
∀
の
丙
に
左
の
條

項
あ
り

「
開
戻
し
の
構
苗
代
ぱ
利
留

に
に
不
破
仰
付
候
事
」
(前
出
、
詮
誰
扱
葦
二
四
)

〔註

、

口
一
一)

文
政
四
年
「
傘
紙
黒
保
受
彿
算
用
状
」
に
「
御
数
開
、
御
手
海
開
」
の
記
載
あ
り

二

、

楮

苗

の

保

護

奨

　棚

ド

リ

ロ

も

り

り

楮
畑

の
開
拓

ご
共

に
藩
政
府

の
意
を
致

七
た

る
は

楮
苗

の
培
養

な
り
。
即
ち
藩

は
楮

畑
所
有
者

に
命

じ
て
、
毎

年
楮

一
釜

分

に
黝
し
、
六

本

の
割
合
を

以
て
楮
苗
を

上
納
す

る

の
責
任

を
負

は
し

め
、
地

下
役
人

を
し
て
、
此
等

楮

苗

の
仕
立

に
翻
す

る
歌
呪
を
報
告

せ
し
め
た
り
(註
、
;
ご

〔註
、
一四
)。
而

し
て
此
等
耕

作
者

の
上
納

し
た

る
苗

は
、
配
付

に
都
合

よ
き
ゃ
う
沓
付

に
分
量

し
、
新

だ
な

る
精

細

の
開
獲

、
若

ぐ
は
楮

の
改
植
等

の
た

め
に
生
す

る

需

要

に
慮

じ

て
、
適
宜

〔後

に
述

ぶ
る
如

く
有
償

若
く

は
無
償

に
て
)
之
を
配
付

せ
し
も

の

こ
す

(註
、
「
五
)。

(誌
、
=
国一)

岩
國
地
方
に
於
け
ろ
楮
薫
製
の
方
法
は
、
先
づ
楮
釜
為
備
へ
つ
け
、釜
の
上
に
質
な
横
、た
へ
、
之
に
主
格
の
把
棄
し
た
る
し
の
(普

池
四
把
な
容
る
)
か
立
て
並
ら
べ
、
丈
長
者
稀
な
其
の
上
に
被
ひ
、
蒸
煮
し
た
る
後
、
楮
炭
な
に
ぎ
ぐ」り
て
乾
燥
ぜ
し
む
ろ
も
の
て
、
こ
れ
な
苧

■

繕
ミ
薄
し
た
り
、
而
し
て
右

「釜
に
は
生
楮
三
十
六
貫
目
な
入
る
べ
音
も
の
ぞ」定
め
ら
れ
、
此

　
釜
な
「
一把
」ご
粥
し
、
括
の
取
覆
.高
計
量
の
.単

位
ピ
し
た
ろ
も
の
＼
如
し
o

(註
・
.一
四
)

例

へ
ば
元
繰
+
三
年
九
風

構
の
儀
餐

緬

の
儀

に
何
て
被
仰
渡
書
付
」
の
内
に
左
の
峰
頭
あ
り

「
指
笛
取
置
候

へ
守㌧
の
儀
に
去
年
以
来
度

凝
の
事
候
、
繕

㎜
釜
労
作
候
も
の
に
、

茜
岩
本
宛
か
こ

ひ
艦
、

支
配
の
儀
紙
横
目
方

へ
地
下
役
人
よ
り



可
申
出
事
」

(前
出
・
鐙
記
投
薬
二
三
)
.

.

叉
蟹
永
二
集

紙
仕
法
御
ケ
條
」の
丙
に
左
の
條
填
め
叫

「楮
苗
登
別
六
本
宛
、
カ
コ
ヒ
置
、,
地
下
役
人
よ
り
紙
横
目
方
へ
申
出
候
串
」

(前
出
、
註
記
扱
離
二
四
)

享
保
五
年
九
月
「紙
漉
百
姓
共
へ
御
仕
法
の
儀
に
つ
音
書
付
」の
丙
に
左
の
條
項
あ
り

「楮
苗
カ
コ
ヒ
置
候
て
地
下
役
人
よ
り
統
横
目
方
へ
可
申
出
候
事
」

(前
出
、
謹
記
援
葦
二
四
)

享
保
二
十
年
「在
方
御
ケ
條
」
の
凶
に
左
り
條
項
あ
り

楮
苗
御
定
の
逼
釜
別
六
本
宛
圃
農
・
紙
目
付
へ
可
申
出
候
、
楮
持
候
も
の
内
々
心
に
懸
町
中
候
事
」

(私
藏
鳥
本
、
在
方
御
箇
條
)

〔註
、
一
五
)
文
政
四
年
「
本
紙
黒
保
受
排
算
用
胱
」
〔私
藏
、
奮
記
録
》
に
藩
に
買
上
後
の
苗
に
赤
谷
村
以
下
十
五
ケ
村
に
預
け
概
か
れ
た
み
こ

ミ
、
此
に
輸
し
地
代
々
支
挑
ひ
拠
る
こ
建
の
㍊
事
あ
り

此

の
如
く
椿
姫

所
有
者

は
、
必
ず

毎
年

一
定

の
楮

苗

を
培
養

す

べ
き
義
務

を
宿

せ
し
が

、
右

は
其

の
最
下
限
を

規

定
せ
し
ゼ

0
に
て
、
其

の
規

定
以
上

に
苗

を
培
養

す

る

こ
ε
は
、
勿
論
各

自

の
自
由

に
届
し

、
且

つ
之
を
他

に

費
賀
す

る
こ

ご
も

一
般

に
許
可

さ
れ
居

舵
り
。

.

藩

に
て
徴

股
し
た

る
櫛

御

⑳
襟

下

は
始
め
其
代
償
を
支
彿

は
し

め
π

御
が
↓
元
緑
年
代

に
は
苗
代

の
支
挑

を
猶

蔵

し
て
そ
の
利
子

を
徴
し

謡
、

=
ハ
ノ
ご
、
賢

永
に
は
右
貸
付
金

に
謝
す

る

利
子
を
免

じ

(註
、
=
ハ
ノ
♂じ
、

進

ん
で

享
保

二
年

に
は
無
償

挽
下

を
な
す

に
至

れ
b

ハ註
、
一
七
)。

(註
、
一
六
の
四
)

例

へ
ば
元
藤
十
年
八
月
「紙
の
儀
に
付
て
御
書
付
」の
丙

(其

一
部
は
既
に
前
に
引
く
)
に
左
の
條
項
あ
り

粛
悟
肺田
代
一面
々
仕
出
雛
期成
億
陰μ
歯
代
嘗
へ
申
出
次
第
送
愈
儀
取
替
可
申
事
」

(前
出
、
謹
謝弛
抜
萃
二
三
)

・
(註
・
一
六
の
二
)

例
へ
ば
賢
永
五
年
三
月
「階
畑
の
儀
に
付
て
役
人
被
差
担
候
御
」書
付

(其

一部
ば
既
に
前
に
引
く
)
の
丙
に
左
の
條
項
あ
り

9

説

苑

奮

滑
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
十
二
巻

(第

五
號

】
〇
九
)

七
六
七



「

　

説

苑

算

國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
†

霧

(第
五
號

=

o
)

七
六
八

.

「
開
展
し
の
楮
苗
代
ば
利
留
に
に
不
粧
仰
付
候
事
」
〔前
出
・
語
調
抜
萃
二
四
)

(註
、

一
七
)

例

へ
ぼ
享
保

二
年
十

二
月
「
紙
漉

百
姓
共
に
申
渡
の
書
付
」
の
内
に
左

の
條
項
あ
り

「
楮
苗
代
の
機
具
今
迄
に
貸
入
利
留
に
し
て
迫
て
相
調
候
物
絡
に
候
得
共
、

當
券
植
付
候
苗
代
の
儀
に
楮
成
立
の
爲

に
候
磔
殺
指
先
候
間

、
齪
分

守
護
等
能
仕
候
様

に
可
搬
申
付
候
事
」

(
前
出
、
註
記
援
葦

二
四
)

ち

ヘ

ヤ

も

あ

や

も

も

も

や

や

し

ヤ

ヤ

も

以
上
の
外
藩
は
楮
苗
費
買
の
一時
期
を

一
定
し
、
且

つ
取
引
完
了
後
既
に
畑
地
に
定
植

せ
ら
れ
あ
る
苗
を
轄
費
す

ヤ

も

も

も

み

や

る
こ

ε
を
禁

じ
、
以
て

「
方
賞
買

の
不
正

を
取
締

る
ε
共

に
、其
獲
育

の
良
好

ε
統

一
ご
を
圖

り
た
b

(註
、
一
八
)。

(註
、
.一
八
)

例
へ
ば
貞
享
二
年
丑
九
月
⊥八目
「
御
帳開
山同
権
畑賀
買
仕
様
の
儀
代
牌見
方
へ
の
書
付
」の
山門
に
左
の
條
填
め
ザ

「

「楮
苗
壷
賀
の
儀
は
十
月
朔
日
よ
り
同
晦
日
迄
に
可
被
申
附
便
夫
よ
り
前
後
停
止
の
事
」

附
苗
表
方
従
僕
は
歯
苗
の
先
切
間
敷
候
生
付
さ
ほ
楮
費
買
可
仕
候
事

・

附
…畠
に
植
候
+田
博μ
悉
此先
な
切
憔
ハて
植
へ
さ
ゼ
可
齢倣
申
使
残
…時
ば
曲宥
萱
胃
　の
苗
に
先
な
切
持
廻
り
候
は
架
見
曾̂
次
第
細口取
入
栖
…代
官
へ
訴
可
申
候

箏
曲
萱
買
の
儀
も
双
方
置
文
に
庄
屋
ざ
も
裏
書
調
可
差
出
候
事
」

(前
出
、
註
記
抜
萃
二
三
}

三
、
楮
樹

の
保
護
奨
顧

紙

の
取
引

は
藩

の
專

費
事
業
た
り

し
蓬
雌

も
、
藩
は

只
既
製
品

拠

る
紙

を
徴
収
販
質

し
だ
る
も
の

に
し
て
、
其

原
料

の
栽
培

に
至

っ
て
は
全
く
私
人

の
自
由

に
委

し
、

殆
ご
自
ら
直
接

に
輕
鞍
す

る
所

な
く
.
只
之

に
人
な

る
保

護

ξ
嚴
重

な
る
監

督

ε
を

加

へ
た
b

し
の
み
。

こ
れ
を

以
て
農
民
間

に
は

一
般

に
楮

を
植

ゆ

る
の
風

習
を
生

じ
た

る
が
、
楮

の
培
養

に
就

て
は
、
藩

は
地

下
役
人

に
時

々
訓

令
を
獲
.し

、
農
民

を
し
て
緩
怠
な
く
楮

の
保

護
培

養

に

従
事
せ
し
む

べ
き
を
命
ず
る
ピ
共
に

(註
、
一
九
)、
直
接
農
民

肛
樹
し
て
は
、
埜

本
㌘

ざ
も
鯨
分
に
植
ゆ
る
時



・

蒋

■

咲

紡
枇
の
神
駿

自
家
の
利
盆

暮

る
べ
き
に
よ
り
.
勉
め
て
楮

の
堆
殖
を
圖
り
・
物
端
の
讐

も
植
仕
眺
、

古

格

は

之

を

歌

値

し

、

生

産

の
増

加

を

圖

る

べ

き

旨

を

諭

せ

り

(
註
、

二
9

。

(註

-

一
丸
》

側

へ
ば
享
保
二
十
年
「
在
方
御
箇
條
」
の
丙
に

(其

一
部
に
既

に
前

に
引
く
)
左
の
條
項
あ
り

「
楮
畑
守
護
相
怠
候
故
か
近
年
楮
減
り
申
出
候
向
後
無
援
守
護
致

し
成
立
候
横
役
人
共
心
遣
可
仕
候
事
」

(私
藏

、
菖

記
鍛
》

元
文
三
年
八
月
「
在
方
御
箇
條
」
の
内

に
も
亦
前
記
書
同
様
の
記
事
あ
叫

寛
方
ハ
三
年
十

】
月
「
楮

の
儀

に
付
て
在

中
・
へ
被
仰
渡
」
の
閃
」F
左
の
條
填
め
」り

』

、
先
年
よ
q
御
帳
面

へ
附
候
山
畑
其
外
の
楮
修
固
疎

に
あ
ら
し
候
に
父
其
者

作
分
の
古
地
に
竹
俣
新
楮
御
帳

に
附
取
御
年
貢

取
納
可
被

仰

付

候
事

=

古
格

に
成
り
御
脹
面
の
猪
天
候
に
於
杣
纏
候
て
最
前
承
り
の
権
高
不
腰
醸

に
可
相
心
得
の
冒
手
堅
可
被
申
聞
事

」
(前
出

、
雑
記
抜
萃
二
三
)

(註

・
二
〇
)

例

へ
ば
寳
永
五
年
七
月
「
非
上
源
右
箭
門
廻
在
の
時
在
中

へ
中
波
候
書
付

」の
丙

に
左
の
條
項
あ
り

「
紙
漉
在
所
に
不
及
中
共
外
に
て
も
楮
畑
な
ご
抱
候
』
の
に
、
随
分
念

な
入
れ
修
護
可
仕
候
、
畠
中
に
勿
論
、
畠
邊
或
に
岸
、

或
に
土
手
の
様
成

.

る
所

へ
も
植
竹

さ

へ
川幅
成
候
ば
父
権

}
本

に
て
も
士耳
て
思
県候

へ
げ
「勝
手
」
相
庚
事
候
、
紙
漉
候
者
に
塒
漉

仕
り
、
欄
以
て
勝
手
に
相
暁
候
段
不
珍

事
候
條
緩
ぜ
仕

る
間
敷
俄
事
」

(前
出
、
誰
誰
抜
萃
二
四

)

享
保
.二
十
手
コ
在
方
御
篠
條
」
〔其

一
部
ば
既

に
前
に
引
く
)
の
丙
に
左

の
條
項
あ
り

紙
漉

か
ざ
る
百
姓
た
り
共
、
山
畑
、
畠
べ
り
其
外
物
端

に
椛
植
豊
可
申
候
、
虎
挾
時
は
御
地
子
銀
の
便
芳

勝
手
能
段
勿
論
の
事

、私
蔵
、奮
記
線
)

,

、

楮
作
興
顯

の
爲
め
藩

の
執
り
た
る
方
策
は
、
耕
作
宜
し
き
を
得
だ
る
も
の
に
は
、
真
成
蹟

に
鑑
み

等

差

を

分

ヤ

へ

し

マ

へ

も

や

ち
、
夫
れ
そ
れ
賞
を
施
し
て
之
を
激
腐
し
(註
二
一
)、
或
は
楮
畑
耕
作
に
要
す

る
費
用
の
低
利
貸
付

(畑
打
飯
米
〉
を

、

、

、

、

、

、
.

b

,

且
質
行
思

は
し

か
ら

ざ

る
場
合

に
は
該

償
格
を
以

て
買

上

駕

し
〔註
、
一三

の
こ
、
叉
年

々
の
原
料
相

場
を

公
定
し

、

.

.ぐ

べ
き
を
保
護

し
て
、
生

産
者

の
利
金
を
確
保

し

(註
、
二
二
の
二
)、
畑
地

に
植

え
た

る
楮
.に
劃

し
て

は
二
重

の
課
税

設

苑
.

奮
岩
圃
蕪
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
十
二
巻

(第
五
號

一
一
一)

七
六
九

L



.

髄

説

苑

薔
券
國
蕪

の
製
紙
原

料
保
護
政
策
(
こ

第

†
二
巻

(第
五
號

一
=

一)

七
七
〇

ロ
　

じ

あ

み

ゐ

あ

し

カ

セ

も

を

避

け

、

軍

に

畠

地

子

の

み

を

徴

し

、

楮

に

封

ず

る

租

税

は

之

を

冤

じ

π

り

(註
、
二
三
)
。

(
註
、
一
=

)例

へ
ば
元
丈
三
年
八
旦

在
方
御
箇
條
」
の
内
に
左

の
條
項
あ
り

「
守
護
等
宜
敷
有
之
候
者
之
義
、
御
憂
美
可
被
下
僕
寧
」
(私
臓

・
誓
記
録
)

"

文
政
四
年
「
本
紙
黒
保
受
佛
算
用
状

」
R
豫

う
に
楮
畑
開
強
後

三
ケ
年
以
上
ね
脛
避
し
た
る
も

の
に
し
て
其
経
過
頁
好
な
み
も
の

へ
購
美
銀
砂
給

與
を
な
し
た
ろ
實
初
産
に

-

三

ケ
年
目
構
美
銀
給
與

の
も
の
.

・

上
作
裕
畑
三
+

一
丁
九
反
未
断
歩

畳
反
に
つ
き
†
匁
で

中
作
楮
畑
十
五
町
三
反
七
畝
歩

壼
反
に
つ
音
五
匁
づ

、

六

ケ
隼
目
辮
美
銀
給
興
の
も
の

上
作
楮
畑
七
町
七
反
五
畝
歩

登
反
に

つ
き
拾
匁
づ
㌧

中
作
楮
畑
七
町
三
反
大
敵
歩

萱
反
に

つ
春
五
匁
づ
」

「
同
算
用
状
」
「
「楮
作
出
精

に
付
荒
瀬
村
錦
松
・
淋
代
村
藤
兵
衛

へ
拾
匁
づ
、
下
賜
」
の
記
事
め
り

(註
=
=
の

戸
)例

へ
ば
享
保
元
年
十
二
月
二
十
六
日
「
吉
川
武
太
夫
殿
職
人
供
御
箇
條
明

ろ
正
月

二
十

一
日
被
御
渡
候
書
付
」
の
丙
に
左

の
條
虫

あ
り

「
紙
の
庸

警

候
再

近
古

鍍

次
第
に
馨

有
之
策

寛
叢

叢

故
に
奇

有
之
候
・
然
共
紙
漉

の
儀
筈

來
よ
り
別
而
整

近
年
に

釜

攣

向
の
沙
蕾

纂

候
讐

警

舞

麓

相
に
い
た
し
築

出
来
堵

獲

減
少
の
羅

人
方
墨

俣
・
就
夫
專

　

揺

畑
打
飯

米
別
紙
竈

利
溶

し
委

付
可
僕

間
、
紙
響

不
及
墨

分
守
護
禁

入
れ
段
・
混
書

之
候
様
に
手
堅
可
申
付
候
昆

霧

手
向
の
鍵

々
遂
詮
議
可
被
申
出
候
物
行
次
第

に
て
了
管

の
沙
汰
可
申
付
候

」
〔前
出
、
謹
誕
抜
萃

二
四
)

(註
、
[
三

の
二
)例

へ
筆

保
六
年
+
二
月
・
楮

の
儀

に
付
下
代
方

へ
御
響

」
の
内

見

の
條
項
あ
り

「立
華

肇

・に
紙
製

の
外
翼

・
嚢

募

霜

成
驚

其
羅

鍵

訴
塔

其
窺

可
申
篠

曇

前
出
・
罷

蒙

一酉

一

、
.

・

.

引



「

凸

叉
享
保

二
十
牟
「
在
方
街
衢
條
」
の
丙

(其

一
部
に
既

に
前

に
引
く

V
に
左

の
條
項
め
り

「
自
然
楮
佛
方

の
手
次
悪
敷
候
ば
父
役
人

へ
可
申
出
候
、
相
當

の
底
設
心
以

て
買
方
可
申
付
候
事
」
(私
蔵

、
醤
記
録
)

延
元
丈
三
年
八
月
「在
方
御
箇
條
」
の
丙
(其

一
部
に
既

に
前

F
引
く
)
に
左
の
條
項
あ
り

「
秋
に
至
り
切
蒸
の
暗
分
画
段
の
儀
組
方
よ
り
年
並
之
積
り
々
以
て
損
失
無
之
襟
に
見
合
可
申
付
候
」
(秘
戯
・
醤
記
錐
)

〔註

、
二
三
)例

へ
ば
寛
文
三
年
+

]
旦
屠

の
儀

に
付

て
在
中

へ
被
仰
渡
書
付
L
〔其

　
部
に
既

に
前
に
引
く
)
の
丙
に
左
の
條
項
あ
り

「
在

々
御
嶽
人
給
領
共
に
自
今
以
後
古
地
の
田
畠
楮
植
付
候
共
楮

の
御
年
貢
は
可
融
差
免
候
條
植
付
候
様

可
覆
車
聞
候
事

」
(前
出

、
鐙
記
抜
萃

二

三
V寳

永

二
艶

紙
仕
法
柳
筥
條
」
の
丙
(其

　
部

ぱ
既
に
前

に
引
く
)
に
も
左

の
條

填
め
り

「畠
地
子
有
之
慮
は
楮
植
付
候
て
も
御
地
子
銀
の
外
楮
地
子
の
沙
汰
不
及
候
問
随
分
格
付
使
様
可
被
申
付
候
事
」
(前
出
・
註
記
抜
萃
二
四
)

此

の
如
く
藩

は

一
方

生
産

者

に
保
護

を
加

へ
、
事

業

の
獲
達
を
期
す

胤
ざ
共

に
、
叉

一
方

厳
重

な
る
命

令
を
獲

し
、
以
て
榕
樹

の
保
護

を
な
し
た

り
。
今

此

に
關
す

る
注
意

の
如

何

に
周
到

な
り
し

か
を
記

さ
ん
に
、
元
来
楮
樹

は
冬
期
生
育

の
止
ま
り
.し
階

に
伐

採
す

べ
き
も

の
に

し
て
、
春
期

生
育

の
開
始
後

に
伐
採
す

る
時

は
、
獲

育
を
阻

も

へ

も

害
す

る
も

の
な

る

に
、
往

々
生
産
者
中

に
は
楮

の
伐

採
を
怠
り

て
春
期

に
至
る
も

の
あ
り
。

こ
れ
を

以
て
楮

の
伐

採
は
必
年
内

に
行

ふ

べ
き

こ
ε
を
嚴
令

し
、
命

に
從

は

ぎ
り

し
も

の
あ
ら

ば
、
吏
員
を
派
遣

し
、
延
引

の
理
由

を

調
査

せ
し

め
し
上
、
事
情

に
よ
り

て
は
相

當
の
制
裁

を
加

ふ

べ
き
旨
を
告

げ

て
、
其

緩
怠
を
強

め

(註
、
二
哩

、
叉

楮
皮

は
剥
易

く
し
て
容
易

に
窃
取

せ
ら

る

べ
き
も

の
な

る
を
以
て
、
楮

の
萱
買

は
必
ず
主
格

の
ま

、
、
若

く
は
精

へ

も

へ

お

も

製
品

に
て
行

ふ

べ
き
も

の
ご
定

め
、
楮

皮

の
責
買
を

制

限
し
、
以

て
楮
畑

に
於
け

る
生
皮

の
窃
取

を
防
止

し
、
楮

樹

の
被

害
を
輕

減
し

(註
、
二
五
)
、
或
は
當
時
野
獣

の
た

め
楮
樹

の
害

を
被

る
こ
ε
大
な
b

し

か
ば
、
賞

を
懸
け

て

醗

苑

菅
岩
國
藩
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
こ

第
十
二
巻

(第
五
號

一
一
三
)

七
七
】

画



説

苑

醤
岩
國
蕪
の
製
紙
原
料
保
護
政
策
(
ご

第
十
二
巻

(第
五
號

一
一四
)

七
七
ニ

ヘ

ヘ

へ

も

し

へ

鹿

兎

等

の

駆

除

に
努

め

た

b

(
註
、
二
六

)。

'

(註

、
二
四
)例

へ
ば
享
保
六
年

†
二
月
「
楮
の
儀

に
付
下
代
方

へ
御
書
付
」
〔其

一
部
は
既
に
前
に
引
く
)
の
丙

に
左
の
條
項
あ
り

「
立
楮
近
年
に
節
分
避
候
て
も
、
切
取
不
申
故
春

に
至
り
構
立
口
悪
敷
事
候
條
、
向
後
ぱ
年
内

に
切

取
使
様
手
堅
可
被
申
付
候
事
。

付

年
内

切
取
不

.

申
蓉

へ
越
候
時
に
見
分
指
出
詮
議
の
上
延
引
の
仔
細
急
度
相
尋
さ
せ
可
申
候
」
(前
出

、
讃
記
抜
萃

二
四
)

6

(註

、
=
五
)
例

へ
ば
螺見
女
十

=
一年
⊥ル
n月
「
纈
仕
方
歎
口付
御
箇
條
」
の
飢囚
に
左

の
後

項
あ
り

「
過
奇
楮
費
買
の
儀

一
切
仕
間
数
候
、

自
然
山
奥
谷
底
な
ご
に
有
之
立
縮
に
て
作
無
難
成
候
に
父
庄
屋

へ
噺
申
出
で
、

分
別

の
上
何
分
に
も
費
立

可
仕
事
」

(註

・
閥
天

女

政

三
年
榕
樹
保
護
の
爲
め
鹿
兎
な
捕
殺
し
た

ろ
者

に
謝
し
鮮
美
銀
か
給
興
し
抛
る
實
例
左
に
(秘
戯
、
蕾

記
録
、
文
政
四
年
本
紙

黒
保
受
彿
算
用
肌
〉

一
、
米
、
三
石
.取
斗
五
升

鹿

二
†
五
疋

鹿
子

五
疋

但
鹿

一
疋

に
つ
善

米

一
斗

宛

鹿
子

一
疋
に

つ
き
米

一
升
宛

一
、
米

、
加
斗

二
升

大
兎

四

十

六

疋

但
大
兄

]
疋
に
つ
音
米

二
升
宛

一
、
米

、
九
斗

】
升

小
兎

九

十

一
疋

但
小
兎

一
疋
に
つ
き
米

一
升
宛

此

の

如

く

藩

は

種

々

の

方

法

を

設

け

、

農

民

を

督

顕

し

て

楮

生

産

の
、増

加

を

圖

り

、

始

終

其

生

産

状

態

を

調

査

し

て

、

成

蹟

の

顕

著

な

る

を

見

る

ε
き

は

、

其

事

實

を

告

げ

て

こ

れ

を

褒

賞

し

、

且

楮

作

の

業

は

國

盆

壇

進

上

極



,

「

め
て
重
要

の
事
な

る
を
以

て
、
之
を

園
務

ざ
同
覗

し
盆

々
其
業

に
精

.勘
す

《
き
旨

を
訓

諭

し
激
顕
す

る
礎

あ
り
た

,り

(註
、
二
七
}o

〔註
、
二
七
)例
へ
ば
文
政
四
年
被
仰
渡
御
箇
條
の
内
「紙
漉
中
井
惣
由
仁2
申
渡
」に
左
の
條
項
あ
り

「
御
領
内
構
作
之
儀
此
二
三
ケ
年
生
立
宜
敷
相
囎
候
、
是
全
時
々
申
渡
候
筋
賀
意
に
相
心
得
、
見
守
護
等
精
な
出
し
、
御
爲
條
為
第

「
に
相
守
候

故
之
儀
神
妙
之
事
候
、
就
而
に
紙
漉
地
相
成
事
に
候
得
者
、
我
人
緩
ぜ
に
無
之
事
に
候
得
共
、
[
入
精
か
出
、
道
々
以
前
の
丸
巌
に
立
直
り
候
様

相
心
得
、
兎
角
名
産
の
詮
な
不
失
候
襟
、
随
分
念
入
漉
立
可
致
候
・
猶
楮
作
の
儀
紙
漉
共
ば
不
及
申
・
総
百
姓
中
に
を
い
て
も
御
所
務
同
機
に
相

心
得
彌
見
守
護
等
無
意
、
御
仕
法
筋
良
質
に
相
守
往
々
一方
の
御
利
益
に
相
戊
様
・
心
懸
肝
要
に
候
事
」
(私
藏
、
.薔
記
録
)

楮

の
生
産

に
封
ず

る
藩

の
努
力

は
、
輩
に
右
奨
厩

保

護

の
み

に
止
ら
す

、
藩

自
ら

領
内

に
於
け

る
堤
防

若
く

は

路
傍

の
空
地

に
、
楮

の
植
付

を

な
し
、
叉
藩
士

の
庭
内

に
も
、
其
身

分

の
高
下
を

問
は
す
・、
必

楮
三
珠

を
栽

培
し

み
か
ぶ
か
う
そ

其
保
護
に
注
意
す

べ
き
こ
ε
を
命
じ
た
る
が
、
世
俗

こ
れ
を
醒
し
て
「
三
株
緒
二
ε
電
ひ
慣

せ
り
。

第

二
、
消
極
的
政
策

へ茶
畑

の
制
限
)

元
蕨
の
頃
肚
會
風
習
の
奢
侈

に
流
れ
し
に
俘
ひ
、
茶

の
慣
格
俄
に
騰
貴
し
だ
れ
ば
、
領
内
茶
作
の
業
に
従
事
す

る
も
の
頓
に
増
加
し
、
楮
畑
に
茶
を
植
ゑ
、
或
は
楮
畑
を
塵
し
て
茶
園
ご
な
す
も
の
績
出
し
、
楮
の
産
額
徐
々
に

リ

ヨ

も

ヘ

ラ

ロ

低
下
す

る
の
傾
向
を

呈
せ
し
ょ
b
、
當
局
は
茶
畑

に
制

限
を

加

へ
以

て
楮
畑

の
減

少
を
抑
止

せ
り
。
即

ち
元
蘇
年

中

に
は
楮
畑

に
茶
を
縞

ゆ

る
事
を
禁
じ
、(註
、
二
八
)、

次
で
賢

永
年

中

に
は
精
細

は
勿
論
其
他

の
土
地

に
て
も
茶
を

植
う

る

に
は
當
局

の
許
可
を
必

要
な
b

ε
し
、
若

し
こ

の
禁
を
犯
す
者

あ
れ
ば
、其

所
有

の
田
畑

を
悉

く
渡

牧
す

る

こ
ご

・
し

〔註
、
二
九
)、
下

っ
て
、享

保
年
中

に
は
茶
畑

、
楮
畑
共

に
農

民
各
自
任
意

に
こ
れ
を
壇
減
す

べ
か
ら

ざ
る

ゆ

へ

あ

ヘ

モ

旨

を
布
告

し
、
且
.茶

に
謝

し
て
は
新

に
租
税
を
賦
課

し
、
以
て
茶
作

の
盛

な
ら
ん
事
を
防
遏

せ

し
が

(講

三
〇
)
、

説

苑

謝
〔奮
岩
國
藩
の
製
緬
原
料
保
護
政
策
〔
一
)

第
十
二
巻

(第
五
號

一
一
五
)

七
七
三

,

.

、



読

苑

醤
岩
國
「藩
の
製
師
帆
隣

保
離
隔政
策
(
一
)

第
十
二
加
¢

(第
五
聴
伽

一
一
⊥ハ
)

七
七
四
「

後
年
茶

の
償
格
益

々
騰
貴

し
、
右

の
方
法

を
以
て
す

る
も
茶
畑

の
増
加
を
取
締

る

こ
ε
能

は
ざ

り
し
を

以

で
、、
茶

へ

あ

ヘ

へ

あ

へ

租

を

腫

し

て

遂

に

茶

の
輸

出

禁

止

を

断

行

す

る

に

至

れ

b

(註

、
三

ご
。

(
註
、
二
八
)
例

へ
ば

元
腺
九
年

九
月
「
六
下
代

へ
被
御
越
候
御
書

何
丼
横
書
」の

内
に
左

の
條
項
あ
り

「
楮
畑

ね
茶

の
木
付
候
事
堅
く
無
用
の
事
候
、
此
以
後
新
規

に
付
候
分
は
其
畑
取
上
可
申
事

」
〔前
出

、
謹
記
扱
葦
二
三
)

(註
、
二
九
)
例

へ
ば
鬢
水

五
年
七
月

「
井
上
漂
石
衙
門
廻
在
の
時
在
中

へ
申
渡
候
書
何
」
(其

一
部
に
既

に
前

に
引
く
)
の
内

に
左

の
峰
頭
あ
り

「
此
以
後
猪
畑
に
不
及
申

-
田
畠

の

ヘ
リ
た
り
こ
も
茶
園
付
候
時

ば
-
代
官
方

へ
申
出
て
免
許
の
上

に
て
竹
可
申
僕
、自
然
許
な
し
に
茶
園
付
候
時

に
持
掛
り

田
畑
取
上
互
市
候
事
」
(前
出

-
誰
誰
扱
準

二
四
〉

(註
・
冨
δ

)
例

へ
ば
享
保

二
+
手

在
方
御

ケ
條
」
〔其

一
部
は
既
に
前

に
引
く
)
の
内
に
左
の
條
項
あ
り

ヨ

近
年
楮
畑

砕、
茶

な
植
込
候
骨
格
段

々
減

候
文

】
向
廉
蜘

に
直
し
、
畠

に
も
漸

々
茶
植
付
守
護
仕
候
に
よ
っ
て
、
御
国
名
産

の
紙

減

候
而
、
渡
世
の

」
塑

「
便
迄
も
悪
敷
桁
成
候
事
候
、
茶
楮
ε
も
に
勝
手
の
増
減

ば
有
之
間
敷
候
、
楮
成
立
候
時
11
紙
も
滑
候
所
な
能

々
可
相

心
得
候

、
自
然
楮
佛
方
之
手

数
悪
敷
候
は

㌧
、
役
人
に
可
申
出

候
、
粗
密
の
直
段

々
以
て
買
方
可
申
付
候
事
。

付
茶
畑
の
分
に
向
後
ば

見
分
の
上
薬
地
子

の
沙
汰
可
申
付
候

亭
」
(私
蔽
、
酉
誰
鋒
)

(粘肚
、
置
「
一
)
例

へ
甲μ
一兀
女
三
尺甲
八
月
「転在
方
御
箇
條
」
(其

】
部
げ
[既

に
前
…に
[引
く
)
の
晶四
に
左

の
條
項
あ
　り

「
近
年
楮
畑
レ⊇
茶

々
植
込
候
に
信
楮
段

々
減
候
、

叉

一
向
茶
畑
に
直
し
畠

@
も
漸

々
植
付
候
に
よ

"2
て
、

御
国
名
産

の
紙
減
し
候
而
銘
々
渡
世
之

ド

あ

セ

サ

あ

ハ

も

コ

も

便
も
あ
し
く
相
成
事
候
・
然
者
前
度
中
間
置
候
茶
地
子

之
沙
汰
可
申
付

候
得
業
、
其
儀

一
面
被
差
止
、
他

新
畳
被
差
留
候
専

一
へ私
藏

、
葛
記
録
)

■

■


